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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 2月 5日 (2007.2.5)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 受 光 視 覚 画 像 を 収 集 す る 第 １ 受 光 器 と 、
　 前 記 第 １ 受 光 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 を 入 射 光 の レ ベ ル を 超 え て 増 幅 し て 増 幅
視 覚 画 像 を 生 成 す る 光 増 幅 器 と 、
　 前 記 光 増 幅 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 伝 達 す る 光 伝 達 器 と 、
　 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 収 集 す る 第 ２ 受 光 器 と 、
　 前 記 第 ２ 受 光 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 電 気 信 号 に 変 換 す る 変 換 器 と 、
　 前 記 変 換 器 に 結 合 さ れ 、 網 膜 を 刺 激 す る 電 極 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 光 増 幅 器 は 前 記 受 光 視 覚 画 像 を 所 定 の 伝 達 関 数 に よ っ て 増 幅 す る
請 求 項 １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 伝 達 関 数 は 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 と 前 記 増 幅 視 覚 画 像 の 対 数 関 係 を
生 成 す る 請 求 項 ２ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 伝 達 関 数 は 対 数 圧 縮 関 数 で あ る 請 求 項 ２ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 光 増 幅 器 は 、 前 記 第 ２ 受 光 器 及 び 前 記 変 換 器 が 作 動 す る た め に 必
要 な パ ワ ー を 供 給 す る 請 求 項 １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 光 増 幅 器 が 、 前 記 第 ２ 受 光 器 及 び 前 記 変 換 器 に パ ワ ー を 供 給 す る
キ ャ リ ア 、 及 び 、 周 波 数 変 調 、 パ ル ス 幅 変 調 及 び 位 相 シ フ ト 変 調 の 組 か ら 選 択 さ れ た 変 調
信 号 を 提 供 し 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 符 号 化 す る 請 求 項 ５ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 必 要 な パ ワ ー は 第 １ 光 周 波 数 で 提 供 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 は 第
２ 光 周 波 数 で 提 供 さ れ る 請 求 項 ５ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 さ ら に 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 一 時 的 に 中 断 す る 制 御 手 段 を 有 す る 請 求
項 １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 さ ら に 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 の 寸 法 変 換 器 を 有 す る 請 求 項 １ 記 載 の 網 膜
の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 受 光 視 覚 画 像 の 前 記 寸 法 変 換 器 は 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 を 拡 大 す
る 拡 大 装 置 で あ る 請 求 項 ９ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。



　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 拡 大 装 置 は 、 光 学 ズ ー ム レ ン ズ で あ る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 網 膜 の
人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 変 換 器 が 、 網 膜 に 正 味 電 荷 （ net charge） を 付 与 し な い 電 気 信
号 を 生 成 す る 請 求 項 １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 交 番 電 気 信 号 が 、 二 相 パ ル ス で あ る 請 求 項 １ ２ 記 載 の 網 膜 の 人
工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 二 相 パ ル ス が 、 負 パ ル ス に 引 き 続 く 正 パ ル ス か ら な る 請 求 項 １
３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 さ ら に 、 各 正 パ ル ス と 負 パ ル ス の 間 で 前 記 信 号 を 中 断 す る 制 御 手 段
を 有 す る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 光 伝 達 器 が レ ー ザ ー で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 レ ー ザ ー が 走 査 レ ー ザ ー で あ る 請 求 項 １ ６ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器
官 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 走 査 レ ー ザ ー が 、 前 記 第 ２ 受 光 器 及 び 前 記 変 換 器 に パ ワ ー を 供
給 す る キ ャ リ ア 、 及 び 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 符 号 化 し た 変 調 信 号 を 有 す る 信 号 を 提 供 す る
請 求 項 １ ７ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 １ ９ 】 　 前 記 必 要 な パ ワ ー は 第 １ 光 周 波 数 で 提 供 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 が
第 ２ 光 周 波 数 で 提 供 さ れ る 請 求 項 １ ７ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ０ 】 　 前 記 走 査 レ ー ザ ー が 、 ラ ス タ パ タ ー ン で 前 記 第 ２ 受 光 器 を 走 査 す る
請 求 項 １ ７ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ １ 】 　 電 気 刺 激 の ソ ー ス と 、
　 前 記 電 気 刺 激 の ソ ー ス に 電 気 的 に 結 合 さ れ た ２ 又 は そ れ 以 上 の 電 極 と 、
　 眼 に 移 植 さ れ た と き キ ャ パ シ タ を 形 成 す る よ う に 、 前 記 ２ 又 は そ れ 以 上 の 電 極 の 少 な く
と も １ つ に 堆 積 さ れ た 酸 化 層 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 網 膜 の 刺 激 用 移 植 可 能 ニ ュ ー ロ 刺 激 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ ２ 】 　 さ ら に 、 眼 に 移 植 さ れ た と き キ ャ パ シ タ を 形 成 す る た め に 、 前 記 電
極 に 配 置 さ れ た 酸 化 層 を 有 す る 請 求 項 ２ １ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ３ 】 　 受 光 視 覚 画 像 を 収 集 す る 第 １ 受 光 器 と 、
　 前 記 第 １ 受 光 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 を 第 １ 電 気 信 号 に 変 換 す る 第 １ 変 換 器 と
、
　 前 記 第 １ 変 換 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 第 １ 電 気 信 号 を 入 射 光 の レ ベ ル を 超 え て 増 幅 す る 増 幅
器 と 、
　 前 記 第 １ 電 気 信 号 を 増 幅 視 覚 画 像 に 変 換 す る 第 ２ 変 換 器 と 、
　 前 記 第 ２ 変 換 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 伝 達 す る 光 伝 達 器 と 、
　 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 収 集 す る 第 ２ 受 光 器 と 、
　 前 記 第 ２ 受 光 器 に 結 合 さ れ 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 第 ２ 電 気 信 号 に 変 換 す る 第 ３ 変 換 器 と
、
　 網 膜 を 刺 激 す る よ う に 前 記 第 ３ 変 換 器 に 結 合 さ れ た 電 極 と 、
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ４ 】 　 前 記 増 幅 器 が 、 所 定 の 対 数 圧 縮 関 数 に 従 っ て 前 記 第 １ 電 気 信 号 を 増
幅 す る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ５ 】 　 さ ら に 、 前 記 増 幅 視 覚 画 像 を 一 時 的 に 中 断 す る 制 御 手 段 を 有 す る 請
求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ６ 】 　 前 記 制 御 手 段 が 、 機 械 的 シ ャ ッ タ で あ る 請 求 項 ２ ５ 記 載 の 網 膜 の 人
工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ７ 】 　 前 記 制 御 手 段 が 、 電 子 式 シ ャ ッ タ で あ る 請 求 項 ２ ５ 記 載 の 網 膜 の 人
工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ８ 】 　 前 記 制 御 手 段 が 、 電 気 光 学 的 シ ャ ッ タ で あ る 請 求 項 ２ ５ 記 載 の 網 膜
の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ２ ９ 】 　 前 記 増 幅 器 が 、 所 定 の 周 波 数 を 他 の 周 波 数 よ り も 増 幅 す る 請 求 項 ２
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５ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ０ 】 　 前 記 所 定 の 周 波 数 が 、 前 記 第 ２ 受 光 器 に よ っ て 良 く 受 光 さ れ る 周 波
数 で あ る 請 求 項 ２ ９ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ １ 】 　 さ ら に 、 前 記 受 光 視 覚 画 像 を 拡 大 す る 拡 大 装 置 を 有 す る 請 求 項 ２ ３
記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ２ 】 　 前 記 拡 大 装 置 は 、 光 学 ズ ー ム レ ン ズ で あ る 請 求 項 ３ １ 記 載 の 網 膜 の
人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ３ 】 　 前 記 拡 大 装 置 は 、 電 子 式 拡 大 装 置 で あ る 請 求 項 ３ １ 記 載 の 網 膜 の 人
工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ４ 】 　 前 記 変 換 器 が 、 網 膜 に 正 味 電 荷 （ net charge） を 付 与 し な い 電 気 信
号 を 生 成 す る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ５ 】 　 前 記 第 １ 受 光 器 が 、 ビ デ オ カ メ ラ で あ る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人
工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ６ 】 　 さ ら に 、 全 て の 周 波 数 の 信 号 を 所 定 周 波 数 の 信 号 に 変 換 す る 信 号 処
理 装 置 を 有 す る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ７ 】 　 さ ら に 、 前 記 第 ２ 受 光 器 及 び 第 ３ 光 変 換 器 に パ ワ ー を 供 給 す る た め
に 、 第 ２ 所 定 周 波 数 の 光 を 提 供 す る 光 パ ワ ー ソ ー ス を 有 す る 請 求 項 ３ ６ 記 載 の 網 膜 の 人 工
器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ８ 】 　 さ ら に 、 信 号 を 、 第 １ 所 定 周 波 数 と 、 そ れ に 続 く 第 ２ 所 定 周 波 数 に
交 互 に 変 換 す る 信 号 処 理 装 置 を 有 し 、 前 記 第 １ 所 定 周 波 数 の 信 号 は 前 記 電 極 に 正 信 号 を 生
じ さ せ 、 前 記 第 ２ 所 定 周 波 数 の 信 号 は 前 記 電 極 に 負 信 号 を 生 じ さ せ る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網
膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ３ ９ 】 　 前 記 正 信 号 は パ ル ス で あ り 、 前 記 負 信 号 は パ ル ス で あ る 請 求 項 ３ ８
記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ４ ０ 】 　 前 記 光 伝 達 器 は 走 査 レ ー ザ ー で あ る 請 求 項 ２ ３ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器
官 。
　 　 【 請 求 項 ４ １ 】 　 前 記 走 査 レ ー ザ ー が 、 ラ ス タ パ タ ー ン で 前 記 第 ２ 受 光 器 を 走 査 す る
請 求 項 ４ ０ 記 載 の 網 膜 の 人 工 器 官 。
　 　 【 請 求 項 ４ ２ 】 　 前 記 酸 化 層 は 、 直 流 電 流 が 前 記 ニ ュ ー ロ 刺 激 装 置 か ら 眼 に 流 れ る の
を 阻 止 す る 請 求 項 ２ １ 記 載 の 移 植 可 能 ニ ュ ー ロ 刺 激 装 置 。
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